
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、ご本人の申請手続きによって保険
料の納付が「全額免除」または「一部免除（一部納付）」される制度があります。審査は申請者本人・申請者
の配偶者・世帯主の前年の所得により判定されます。
　保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事故が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎
年金を受けられない場合があります。

・�「一部納付」の期間は、その保険料を納付されないと、未納期間と同じ扱いになりますのでご注意くだ
さい。
・�免除期間は、承認期間から10年以内であれば、あとから保険料を納めること（追納）ができます。ただし、
承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納するときは、当時の保険料額に応じた加
算額が上乗せされます。
・�平成25年度の国民年金免除受付は平成25年7月1日から開始します。申請の際は年金手帳と認印を持
参してください。また、平成24年度の国民年金免除受付は平成25年7月31日までとなりますのでご
注意ください。

納付 1／4免除
（3／4納付）

半額免除
（半額納付）

3／4免除
（1／4納付） 全額免除 未納

平成25年度納付額
（月額） 15,040円 11,280円 7,520円 3,760円 － －

平成25年度免除
（猶予）額（月額）

－ 3,760円 7,520円 11,280円 15,040円 －

受給資格期間に算入 ○
されます

○
されます

○
されます

×
されません

老齢基礎年金額に
反映される割合

（平成21年4月以降）

反映され
ません

平成25年度「納付」と「免除」と
　　　「未納」は下表のように違います！

【問合せ】 保険年金課（内線141・142）

 笠間支所市民窓口課（内線72123）

 岩間支所市民窓口課（内線73181）

国民年金保険料の免除制度

 指定された金額が
未納の場合、一部
免除が無効（未納と
同じ）になりますの
でご注意ください。

指定された金額を
納付していれば
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6
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5
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8
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